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134

毎週火 金曜日発行･

改 正 後 改 正 前

（個人） 表彰内申調書

区 分 記 載 事 項 欄

職 名

氏 名

生 年 月 日

本 籍 地

現 住 所

履 歴 概 要

賞 罰

◇ 申請書類等 記入項目 見直 伴 関係鳥取県教育委員会規則 整備 関 規則

（ ）（総務福利課）……………………………………………………………………………………

鳥取県教育委員会会議規則 一部 改正 規則（ ）（〃）……………………………………

鳥取県教育委員会事務局組織規程 一部 改正 規則（ ）（〃）……………………………

鳥取県立博物館 管理運営 関 規則 一部 改正 規則（ ）（文化課）………………

申請書類等 記入項目 見直 伴 関係鳥取県教育委員会規則 整備 関 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県教育委員会委員長 八 百 谷 江

申請書類等 記入項目 見直 伴 関係鳥取県教育委員会規則 整備 関 規則

（鳥取県教育委員会表彰規程 一部改正）

第 条 鳥取県教育委員会表彰規程（昭和 年鳥取県教育委員会規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 削 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 削 。

教委規則

鳥取県教育委員会規則第 号
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の の しに う の に する

の

の を のように する

の の の が かれた を る
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性 質 素 行

勤務年数及勤務
状況

功労顕著
表彰 足 認

事由

備 考

（団体） 表彰内申調書

区 分 記 載 事 項 欄

名 称

団体 目的数量
区域

設立年月日構成
員数

団体 施設事業

成績顕著 認
事由

備 考

改 正 後 改 正 前

の

にして
に ると

めた

の

の

と め
たる

様式第 号（第 条、第 条 第 条関係）

履 歴 書

現住所

氏 名

年 月 日生

記

学業

学校・学部・科名 在 学 期 間 卒業・修了・中退・在学中

年 月 日

年 月 日
第 学年

年 月 日

年 月 日
第 学年

年 月 日

年 月 日
第 学年

～ 略

上記 相違 。

年 月 日

氏 名

上記 確認 。

様式第 号（第 条、第 条 第 条関係）

履 歴 書

現住所

氏 名

年 月 日生

記

学業

学校・学部・科名 在 学 期 間 卒業・修了・中退・在学中

年 月 日

年 月 日
第 学年

～ 略

上記 相違 。

年 月 日

氏 名

上記 確認 。

６ ７ ９ －

１

２ ５

６ ７ ９ －

１

２ ５

1111

から

まで

から

まで

から

まで

のとおり ありません

のとおり する

から

まで

のとおり ありません

のとおり する

（教育職員 免許状 関 規則 一部改正）

第 条 教育職員 免許状 関 規則（昭和 年鳥取県教育委員会規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 削 。

の に する の

の に する の を のように する

の の の が かれた この において という を に

する の の が かれた に める

の の の の で まれた を る

２ ８43
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年 月 日

学校長（所属長）氏 名 印

備考

学業 記載方法 、小学校 最終学校 記載 。

略

勤務記録 記載方法 、就職、転職、休職、退職、停職及 専従休暇

記載 、休職、退職及 停職 、 理由 記載 。給

与 関 事項 記載 。

～ 略

年 月 日

学校長（所属長）氏 名 印

備考

学業 記載方法 、最終学校 記載 。

略

勤務記録 記載方法 、就職、転職、休職、退職及 停職 記載

、休職、退職及 停職 、 理由 記載 。給与 関

事項 記載 。

～ 略

様式第 号（第 条関係）

授 業 料 減 免 願 書

出

願

者

氏 名

住 所

在 学 高

等 学 校

学 資 給 付

貸与等 状況

生

年

月

日

年 月 日生
性

別
男・女

郵便番号

高等学校 課程 科 第 学年

名称 給付 受給中・出願中

（ ）貸与 出願予定

略

注 略

様式第 号（第 条関係）

世 帯 調 査 書

世

帯

主

氏 名

住 所

出願者

続柄
出

願

者

氏

名

年

齢

性

別

在学高等

学校名
高等学校 科 第 学年

略

注 略

様式第 号（第 条関係）

入 学 料 減 免 願 書

出

願

者

氏 名

住 所

入 学

高等学校

生

年

月

日

年 月 日生
性

別
男・女

郵便番号

高等学校 課程 科 第 学年

略

注 略

様式第 号（第 条関係）

授 業 料 減 免 願 書

出

願

者

氏 名

住 所

在 学 高

等 学 校

学 資 給 付

貸与等 状況

生

年

月

日

年 月 日生

郵便番号

高等学校 課程 科 第 学年

名称 給付 受給中・出願中

（ ）貸与 出願予定

略

注 略

様式第 号（第 条関係）

世 帯 調 査 書

世

帯

主

氏 名

住 所

出願者

続柄
出

願

者

氏

名

年

齢

在学高等

学校名
高等学校 科 第 学年

略

注 略

様式第 号（第 条関係）

入 学 料 減 免 願 書

出

願

者

氏 名

住 所

入 学

高等学校

生

年

月

日

年 月 日生

郵便番号

高等学校 課程 科 第 学年

略

注 略
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２ ２

３ ２

１ ２

２ ２

３ ２
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の の は について すること

の の は び について

し び については その を すること に する

は しないこと

ふりがな

の

の

と

の
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の

の

と

の

ふりがな

改 正 後 改 正 前

（鳥取県県立高等学校授業料等減免規則 一部改正）

第 条 鳥取県県立高等学校授業料等減免規則（昭和 年鳥取県教育委員会規則第 号） 一部 次 改

正 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下 条 「改正表」 。） 当該改正表

対応 次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。

の

の を のように

する

の の の の で まれた この において という を に

する の の の の で まれた に める

３ ３26



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 12 28 1344

様式第 号（第 条関係）

入 学 選 抜 手 数 料 減 免 願 書

出

願

者

氏 名

住 所

志 願

高等学校

生

年

月

日

年 月 日生
性

別 男・女

郵便番号

高等学校 課程 科 第 学年

略

注 略

様式第 号（第 条関係）

入 学 選 抜 手 数 料 減 免 願 書

出

願

者

氏 名

住 所

志 願

高等学校

生

年

月

日

年 月 日生

郵便番号

高等学校 課程 科 第 学年

略

注 略

様式第 号（第 条関係）

高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金貸与願書

出

願

者

氏 名

住 所

在学高等学校

所得見積金額

年 月 日生 男・女

郵便番号□□□ □□

定時制 科第 学年
高等学校（ 分校） 課程

通信制 科 年入学

他 奨学資金

貸与・給付
有 ・ 無

扶

養

者

氏 名

住 所

被 扶 養 者

所得見積金額

年 月 日生 男 ・ 女

郵便番号□□□ □□

氏 名 扶養者 続柄 年 齢

以上 記載 相違 、高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励

金 貸与 願 。

年 月 日

本 人 氏 名

保護者又 後見人 郵便番号□□□ □□

住 所

氏 名

鳥取県教育委員会 様

様式第 号（第 条関係）

高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金貸与願書

出

願

者

氏 名

住 所

在学高等学校

所得見積金額

年 月 日生

郵便番号

定時制 科第 学年
高等学校（ 分校） 課程

通信制 科 年入学

他 奨学資金

貸与・給付
有 ・ 無

扶

養

者

氏 名

住 所

被 扶 養 者

所得見積金額

年 月 日生

郵便番号

氏 名 扶養者 続柄 年 齢

以上 記載 相違 、高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励

金 貸与 願 。

年 月 日

本 人 氏 名

保護者又 後見人 郵便番号

住 所

氏 名

鳥取県教育委員会 様

４ ２４ ２
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－

－

－

１ ４

ふりがなふりがな

び

ふ り が な

の の

との

の に ありませんので び

を してくださるようお いします

は

び

ふ り が な

の の

との

の に ありませんので び

を してくださるようお いします

は

改 正 後 改 正 前

（鳥取県高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金貸与規則 一部改正）

第 条 鳥取県高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金貸与規則（昭和 年鳥取県教育委員会規則第 号）

一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 削 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下 条 「改正表」 。） 当該改正表

対応 次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。

び の

び

の を のように する

の の の が かれた を る

の の の の で まれた この において という を に

する の の の の で まれた に める

４ １50
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様式第 号（第 条関係）

推 薦 書

氏 名
男
・
女

年 月 日生

略

様式第 号（第 条関係）

誓 約 書

私 、高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金 貸与 受

、鳥取県高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金貸与規則 堅 守 、

学業 励 誓 。

、高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金 返還債務 生 、

同規則 規定 従 、連帯保証人 責 任 。

年 月 日

本 人 郵便番号□□□ □□

住 所

氏 名

連帯保証人 郵便番号□□□ □□

住 所

氏 名

続 柄 本人

連帯保証人 郵便番号□□□ □□

住 所

氏 名

続 柄 本人

鳥取県教育委員会 様

様式第 号（第 条関係）

推 薦 書

氏 名 年 月 日生

略

様式第 号（第 条関係）

誓 約 書

私 、高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金 貸与 受

、鳥取県高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金貸与規則 堅 守 、

学業 励 誓 。

、高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金 返還債務 生 、

同規則 規定 従 、連帯保証人 責 任 。

年 月 日

本 人 郵便番号

住 所

氏 名

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名

続 柄 本人

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名

続 柄 本人

鳥取県教育委員会 様

様式第 号（第 条関係）

（表）

収 入

印 紙

高等学校定時制課程及 通信制

課程修学奨励金借用証書

一 借用金額

金 円

私 、上記 高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金 貸与 受

。 、鳥取県高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金貸与

規則 規定及 裏面高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金返還明細書

従 、返還 。

年 月 日

本 人 郵便番号□□□ □□

住 所

氏 名

私 、 高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金 貸

与 受 、上記 債務 連帯 負担 。

年 月 日

連帯保証人 郵便番号□□□ □□

住 所

氏 名

連帯保証人 郵便番号□□□ □□

住 所

氏 名

鳥取県教育委員会 様

様式第 号（第 条関係）

（表）

収 入

印 紙

高等学校定時制課程及 通信制

課程修学奨励金借用証書

一 借用金額

金 円

私 、上記 高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金 貸与 受

。 、鳥取県高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金貸与

規則 規定及 裏面高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金返還明細書

従 、返還 。

年 月 日

本 人 郵便番号

住 所

氏 名

私 、 高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金 貸

与 受 、上記 債務 連帯 負担 。

年 月 日

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名

鳥取県教育委員会 様

２ ４

３ ６

－

－

－

２ ４

３ ６

４ ９

－

－

－

４ ９

は び の を けるにつきまし

ては び を く り

に むことを います

なお び の が じたときは

の に い とともにその めに じます

の

の

は び の を けるにつきまし

ては び を く り

に むことを います

なお び の が じたときは

の に い とともにその めに じます

の

の

び

は のとおり び の を

けました ついては び

の び び に

い します

たちは が び の

を けましたので の を して します

び

は のとおり び の を

けました ついては び

の び び に

い します

たちは が び の

を けましたので の を して します
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（裏）

高等学校定時制課程及 通信

制課程修学奨励金返還明細書

略

本

人

卒業後 連絡

先（納入通知

書等送付先）

郵便番号□□□ □□

電話（ ）

略

様式第 号（第 条関係）

高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金返還猶予願書

鳥取県教育委員会 様

下記 修学奨励金 返還 猶予 願 。

年 月 日

決定番号第 号

在学高等学校名又
本 人 □□□ □□

住所及 郵便番号

氏 名

連帯保証人 郵便番号□□□ □□

住 所

氏 名

連帯保証人 郵便番号□□□ □□

住 所

氏 名

記

略

注 略

（裏）

高等学校定時制課程及 通信

制課程修学奨励金返還明細書

略

本

人

卒業後 連絡

先（納入通知

書等送付先）

郵便番号

電話（ ）

略

様式第 号（第 条関係）

高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金返還猶予願書

鳥取県教育委員会 様

下記 修学奨励金 返還 猶予 願 。

年 月 日

決定番号第 号

在学高等学校名又
本 人

住所及 郵便番号

氏 名

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名

記

略

注 略

様式第 号 （第 条 関係）

高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金返還免除願書

鳥取県教育委員会 様

下記 修学奨励金 返還 免除 願 。

年 月 日

決定番号 第 号

本 人 住 所 郵便番号□□□ □□

氏 名

連帯保証人 郵便番号□□□ □□

住 所

氏 名

連帯保証人 郵便番号□□□ □□

住 所

氏 名

記

略

注 略

様式第 号 （第 条 関係）

高等学校定時制課程及 通信制課程修学奨励金返還免除願書

鳥取県教育委員会 様

下記 修学奨励金 返還 免除 願 。

年 月 日

決定番号 第 号

本 人 住 所 郵便番号

氏 名

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名

記

略

注 略

び

の

び

のとおり の を してくださるようお いします

は

び

び

の

び

のとおり の を してくださるようお いします

は

び

の の

び

のとおり の を してくださるようお いします

の の

び

のとおり の を してくださるようお いします

－

－

５

－

－

－

－

５

５ ２ ２

－

－

－

５ ２ ２

1111

1111

（鳥取県立高等学校通信教育規則 一部改正）

第 条 鳥取県立高等学校通信教育規則（昭和 年鳥取県教育委員会規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下 条 「改正表」 。） 当該改正表

の

の を のように する

の の の の で まれた この において という を に

５ 52 12



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 12 28 134 7

改 正 後 改 正 前

様式第 号（第 条 、第 条 第 条関係）

編 転 再 通信制課程入学志願書

志

願

者

（ ）

氏 名

（ ） 生年

月日

年 月 日

（満 歳）

性

別

男

女

住 所
市 町

県 番地
郡 村

略

志

願

者

学

歴

学 校 名 年 月 日 卒業、卒業見込 、 他

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

略

備考 略

様式第 号（第 条関係）

通信制課程一部科目履修願

履

修

願

者

（ ）

氏 名

（ ） 生年

月日

年 月 日

（満 歳）

性

別

男

女

住 所
市 町

県 番地
郡 村

在籍学校名等 高等学校 課程 学科 科

略

備考 略

様式第 号（第 条 、第 条 第 条関係）

編 転 再 通信制課程入学志願書

志

願

者

（ ）

氏 名

（ ） 生年

月日

年 月 日

（満 歳）

性

別

住 所
市 町

県 番地
郡 村

略

志

願

者

学

歴

学 校 名 年 月 日 卒業、卒業見込 、 他

年 月 日

略

備考 略

様式第 号（第 条関係）

通信制課程一部科目履修願

履

修

願

者

（ ）

氏 名

（ ） 生年

月日

年 月 日

（満 歳）

性

別

住 所
市 町

県 番地
郡 村

在籍学校名等 高等学校 課程 学科 科

略

備考 略

３ ２ －３ ２ － 13 14 16

13 25

13 14 16

13 25

の

ふりがな

の

み その

ふりがな

の

ふりがな

の

み その

ふりがな

対応 次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。

附 則

規則 、公布 日 施行 。

鳥取県教育委員会会議規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県教育委員会委員長 八 百 谷 江

鳥取県教育委員会会議規則 一部 改正 規則

鳥取県教育委員会会議規則（昭和 年鳥取県教育委員会規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中号 表示 下線 引 号（以下「追加号」 。） 加 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（追加号 除 。以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正

後部分 改 、改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

する の の の の で まれた に める

この は の から する

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の の に が かれた という を える

の の の が かれた という に する の の

が かれた を く という が する には を

に め に する が しない には を える

13 12 28

31 13

鳥取県教育委員会規則第 号15



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 12 28 1348

改 正 後 改 正 前

（ 規則 目的）

第 条 規則 、地方教育行政 組織及 運営 関

法律（昭和 年法律第 号。以下「法」 ）

第 条 規定 基 教育委員会 会議（以下「会議」

。） 関 必要 事項 定 目的

。

（会議）

第 条 会議 、定例会 臨時会 。

及 略

法第 条第 項 書 規定 会議 公開

事件 、次 掲 事件 。

（ ） 職員 身分取扱 他 人事 関 事件

（ ） 訴訟、審査請求、異議申立 他 争訟 関

事件

（ ） 前 号 掲 、個人 関 情報

含 、会議 公開 個人 権利利益

侵害 事件

（ ） 知事又 議会 対 意見 申出 他 知事、

市町村教育委員会 他 関係機関 協議等 必

要 事件

（ ） 前各号 掲 、会議 公開

教育行政 公正又 円滑 運営 著 支

障 生 事件

（会議 傍聴）

第 条 会議 、法第 条第 項 書 規定

公開 除 、傍聴

。

（ 規則 目的）

第 条 規則 、地方教育行政 組織及 運営 関

法律（昭和 年法律第 号）第 条 規定 基

教育委員会 会議（以下「会議」 。） 関

必要 事項 定 目的 。

（会議）

第 条 会議 、定例会 臨時会 。

及 略

会議 、 議決 秘密会 。

（会議 傍聴）

第 条 会議 、前条第 項 規定 秘密会

除 、傍聴 。

改 正 後 改 正 前

（退場）

第 条 傍聴人 、会議 公開 旨 議

決 、又 委員長 会議 閉会 宣告

、直 退場 。

（退場）

第 条 傍聴人 、会議 秘密会 旨 議決

、又 委員長 会議 閉会 宣告 、

直 退場 。

この の

この は の び に

する という｡

の に づき の

という に し な を めることを とす

る

は および とする

び

ただし の により を し

ないことができる は に げる とする

の いその の に する

てその の に

する

に げるもののほか に する

を み を することにより の

を するおそれがある

は に する の その の

その の との を

とする

に げるもののほか を するこ

とにより の は な に しい

が ずるおそれがある

の

は ただし の により

しないこととしたときを き させることが

できる

この の

この は の び に

する の に

き の という に し

な を めることを とする

は および とする

び

は その により とすることができる

の

は の により とした

ときを き させることができる

は を しないこととする の

があったとき は が の を した

ときは ちに しなければならない

は を とする の があっ

たとき は が の を したときは

ちに しなければならない

１

２

２ ３

４ ６

１

２

３ ２

４

５

３ ６

１

２

２ ３

４

３ ４

６ ６

31 162

15

13

13

31 162 15

附 則

（施行期日）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

（鳥取県教育委員会傍聴規則 一部改正）

鳥取県教育委員会傍聴規則（昭和 年鳥取県教育委員会規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

１ １

２ ４

この は から する

の

の を のように する

の の の が かれた を の の が かれた に める

14 11

51



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 12 28 134 9

改 正 後 改 正 前

（各課 分掌事務）

第 条 各課 、次 事務 。

総務福利課

（ ）～（ ） 略

（ ） 教育行財政 総合企画及 広報並 教育行政

関 相談 関 。

（ ）～（ ） 略

小中学校課～体育保健課 略

（各課 分掌事務）

第 条 各課 、次 事務 。

総務福利課

（ ）～（ ） 略

（ ） 教育行財政 総合企画及 広報 関 。

（ ）～（ ） 略

小中学校課～体育保健課 略

の

においては の をつかさどる

の び びに

に する に すること

の

においては の をつかさどる

の び に すること

３

１ ５

６

７

３

１ ５

６

７23 23

鳥取県教育委員会事務局組織規程 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県教育委員会委員長 八 百 谷 江

鳥取県教育委員会事務局組織規程 一部 改正 規則

鳥取県教育委員会事務局組織規程（昭和 年鳥取県教育委員会規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正後 欄中下線 引 部分 加 。

附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県立博物館 管理運営 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県教育委員会委員長 八 百 谷 江

鳥取県立博物館 管理運営 関 規則 一部 改正 規則

鳥取県立博物館 管理運営 関 規則（昭和 年鳥取県教育委員会規則第 号） 一部 次 改正

。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正部分 対応 改正後部分 存在 場合 、当該改正部分 削 、改正後部分 対応 改正部分

存在 場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分（以下「改正表」 。） 対応 次 表 改正後 欄

表中太線 囲 部分（以下「改正後表」 。） 存在 場合 、当該改正表 当該改正後表 改 、

改正後表 対 改正表 存在 場合 、当該改正後表 加 。

の を する をここに する

の を する

の を のように する

の の の が かれた を える

この は から する

の に する の を する をここに する

の に する の を する

の に する の を のように す

る

の の の が かれた という に する の の

が かれた という が する には を に め

に する が しない には を り に する が

しない には を える

の の の の で まれた という に する の の の の

で まれた という が する には を に め

に する が しない には を える

13 12 28

39

14 11

13 12 28

47

鳥取県教育委員会規則第 号

鳥取県教育委員会規則第 号

16

17

５

１

７



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 12 28 13410

改 正 後 改 正 前

様式第 号（第 条関係）

通 常 展 示 用 入 館 券

個人用

表

№

入 館 券 控

入 館 券
№

年 月 日

写 真

鳥取県立博物館

裏 略

（縦 ー 、横 ー ）

備考 ○印 表示 、次 。

（ ） 児童又 中学校 生徒……………………… 小

（ ） 高等学校 生徒……………………………… 高

（ ） 学生又 一般人……………………………… 一般

入館券 色 、次 。

（ ） 児童又 中学生 生徒…………………………赤色

（ ） 高等学校 生徒…………………………………緑色

（ ） 学生又 一般人…………………………………青色

略

略

団体用

表

№

団体入館券控

区 分 入館料 人員 金額

児童又
中学

校 生
徒

高等学
校 生
徒

学生又
一般

人

計

円 人 円

年 月 日

№

団 体 入 館 券

区 分 入館料 人 員 金 額

児童又 中
学校 生徒

高等学校
生徒

学生又 一
般人

計

円 人 円

年 月 日
鳥取県立博物館

裏 略

（縦 ー 、横 ー ）
備考 略

入館券 使用 印章 、 備考 又
。

様式第 号（第 条関係）

通 常 展 示 用 入 館 券

個人用

表

№

入 館 券 控

入 館 券
№

年 月 日

写 真

鳥取県立博物館

裏 略

（縦 ー 、横 ー ）

備考

入館券 色 、青色 。

略

略

団体用

表

№

団体入館券控

入 館 料 人 員 金 額
円 人 円

年 月 日

№

団 体 入 館 券

入 館 料 人 員 金 額
円 人 円

年 月 日
鳥取県立博物館

裏 略

（縦 ー 、横 ー ）
備考 略

入館券 使用 印章 、 備考 又
。

特 別 展 示 用 入 館 券

個人用

表 略

裏
券 領収印又 減免印 、使
。

～ 略

（縦 ー 、横 ー ）

備考

特 別 展 示 用 入 館 券

個人用

表 略

裏
券 領収印 、使 。

～ 略

（縦 ー 、横 ー ）

備考 ○印 表示、入館券 色及 入館券 使用 出納員

印章 、通常展示用入館券 備考 。

３

１

￥

￥

５

１

１

２

３

２

１

２

３

３

４

２

９
１
２ １ ３ ４

３

１

￥

￥

５

１

２

３

２

９
１
２ １ ２ ３

１

１

２ ４

５

１

１

２ ４

５

１

10

15

15

10

15

15

15 15

その

センチメ トル センチメ トル

の は のとおりとする

は の

の

は

の は のとおりとする

は の

の

は

その

は
の

の

は

は
の

の

は

センチメ トル センチメ トル

に するスタンプの は その の の は
のとおりとする

その

センチメ トル センチメ トル

の は とする

その

センチメ トル センチメ トル

に するスタンプの は その の の は
のとおりとする

その

この に は のないものは
えません

センチメ トル センチメ トル

その

この に のないものは えません

センチメ トル センチメ トル

の の び に する のスタンプの

は その の のとおりとする



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 12 28 134 11

１

１

２

３

２

１

２

３

３

１ ２ ３

２

１

２ ４

９

１

２

１ ２ ３

２

１

２ ４

９

１

２

１ ３

６

１

１

２

２

６

１

２

○印 表示 、次 。

（ ） 児童又 中学校 生徒……………………… 小

（ ） 高等学校 生徒……………………………… 高

（ ） 学生又 一般人……………………………… 一般

入館券 色 、次 。

（ ） 児童又 中学生 生徒…………………………赤色

（ ） 高等学校 生徒…………………………………緑色

（ ） 学生又 一般人…………………………………青色

入館券 使用 出納員 印章及 入館料減免

印章 、通常展示用入館券 備考 及

。

団体用

表 略

裏
券 領収印又 減免印 、使
。

～ 略

（縦 ー 、横 ー ）

備考 略

入館券 使用 出納員 印章及 入館料減免

印章 、通常展示用入館券 備考 及

。

団体用

表 略

裏
券 領収印 、使 。

～ 略

（縦 ー 、横 ー ）

備考 略

入館券 使用 出納員 印章 、通常展示用入館

券 備考 。

第 号（第 条関係）

入館料 減免申請用

鳥取県立博物館入館料減免申請書

職 氏 名 様

次 鳥取県立博物館 入館料 減免 申請 。

年 月 日

申請者 住 所

氏 名 印

入 館 年 月 日

入 館 区 分

年 月 日

通 常 展 示 ・ 特 別 展 示

略

備考

氏名 自署 場合 、押印 省略 。

入館区分欄 、通常展示又 特別展示 ○印 囲 。

略

第 号（第 条関係）

入館料 減免申請用

鳥取県立博物館入館料減免申請書

職 氏 名 様

次 鳥取県立博物館 入館料 減免 申請 。

年 月 日

申請者 住 所

氏 名 印

入 館 年 月 日 年 月 日

略

備考 氏名 自署 場合 、押印 省略 。

略

の は のとおりとする

は の

の

は

の は のとおりとする

は の

の

は

に する のスタンプの び のスタ

ンプの は その の の び のとお

りとする

その

この に は のないものは
えません

センチメ トル センチメ トル

に する のスタンプの び のス

タンプの は その の の び のと

おりとする

その

この に のないものは えません

センチメ トル センチメ トル

に する のスタンプの は

その の の のとおりとする

その の

のとおり の を してくださるよう します

を する には を することができます

は は を で むこと

その

その の

のとおり の を してくださるよう します

を する には を することができます

その

15 15

14 14

附 則

規則 、公布 日 施行 。この は の から する
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１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています
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